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第１ 発災原因論～地理的・歴史的経過を中心に 

１ 災害原因としての土砂・水・地形 

 伊豆山土石流災害は、大量の土砂（人為的原因）、水（自然および人為的原因）、

地形（地理的・社会的原因）の複合によって発生した（下記図面参照）。 

 
２ 逢初川流域論～前提としての潜在的リスク 

 逢初川は、土石流危険渓流、中下流域は土砂災害防止法の土砂災害警戒区域（土

石流）、約５００ｍ下流は砂防指定地で砂防ダム設置（計画貯砂量３９８０㎥、崩落

した土砂の７％強の貯砂量）、赤井谷は森林区域（森林法 5 条）であり、土砂災害の

危険性から、厳格な対策なしに土砂を投棄、堆積できない場所であった。 

逢初川の源頭部は、鳴沢川との流域界にあたるが、周辺の違法開発等により、鳴

沢川の谷筋が埋められてしまい、逢初川流域と鳴沢川流域の変更（混合）が生じた。 

３ 周辺土地の開発の経過と水の流れ 

⑴ 前史および周辺土地の法規制の概要 

 ２００２年頃からＷ社がＡ工区（以下の図の⑤のエリア）、Ｒ社がＣＤＥ工区

を開発し、被告Ｓ社が赤井谷の残土処分場①に土砂を、その上流⑥において廃

棄物を捨てた（赤井谷１０７６－３）。 

上流開発 暫定対策 放置
一部対策 放置

都計許可 廃棄物対策 放置
暫定対策 放置

周辺開発 増幅要因
↑
大雨 誘因

主要因
相互作用

前提

開発者と承継者

→　時間の流れ　→

開発者による管理不十分 承継者による放置(水の流れ）

遭初川流域の地形（急勾配・風化による土石流の危険）　自然的条件
遭初川近接地域における町の広がり（住宅地近接、高齢化、人口減少）　社会的条件

県
市

開発のための利用 残土処分場化

対策表明
後放置

森林法規制→復旧
条例受理・風致許可

森林法不適用
措置命令案→指導

土砂処分者

新土地所有者

廃棄物混じりの土・廃棄物投棄

太陽光開発目的、一部形質変更
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静岡県逢初川土石流災害に係る行政対応庁内検証委員会 

報告書（甲イＣ２）１０頁から 

⑵ ＡＢ工区の開発 

Ｗ社は２００３年２月２１日、許可区域外（④）で無許可開発行為により、

静岡県から開発行為の停止命令・土砂流出防止措置命令を受けた。 

⑶ ＣＤＥ工区の開発 

２００６年７月３１日、被告Ｓ社は、熱海市伊豆山字嶽ヶ１１７２－２など

３５万坪の土地を取得した。Ｒ社は２００６年１０月１８日、Ｃ工区の開発許

可をもとにＤＥ区まで広げた開発行為変更許可を得た。その際、市は、Ｄ工区内

の森林法５条の森林区域を見落とし、森林法の許可なく都計法の開発許可を与

えてしまった。 

県は２００７年５月１日、Ｒ社に対して森林法違反の開発行為の中止と森林

の復旧計画書の提出を文書指導した。Ｒ社は５月２３日に復旧計画書を提出し、
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１週間で２０,２０２㎡の復旧工事を行ったとされ、５月３０日、県は復旧工事

完了を確認し、７月８日に（事後追認的な）林地開発許可を与えた。 

⑷ ＣＤＥ工区の開発のその後の経過 

 Ｃ工区（２００６年１１月２７日）、Ｅ工区（２００７年７月３１日）の開発

行為は市の検査等を経て完了。Ｄ工区については、事業未完了のままである。Ｃ

ＤＥ工区の開発事業者の地位と大部分の土地所有権はＭが承継した。 

⑸ ＡＢＣＤＥ工区での土地改変と表流水・地下水への影響 

 
２００７年６月５日に撮影された空中写真 

（甲イＡ１２の角度を調整の上、代理人弁護士において説明を付記） 

Ａ～Ｅ工区の開発工事で鳴沢川の谷筋を埋めたことで、鳴沢川の上流域から

流れてくる表流水は、全て、これらの開発地内に集まることとなった 



- 9 - 

   ところが、排水計画の不備や施工不良、無断変更のまま、ＣＥ工区の開発完

了が承認された。Ｄ工区に至っては、排水設備の設置や防災施設（仮排水路）

の施工などが行われないまま管理も不十分なまま放置されている。 

 開発による流域変更に伴うＣ工区～Ｅ工区からの表流水の流入の可能性が外

部の研究者等から指摘されており、被害拡大の要因となった可能性が高い。 

４ 周辺土地開発のための赤井谷の活用計画～２００６年から２００８年 

⑴ Ｓ社による２００６年９月２１日赤井谷の取得 

⑵ Ｓ社による土の採取等計画届出等と同社の意図 

Ｓ社は２００６年９月２０日ころから、無許可や無届出で赤井谷の形質変更

行為に着手していた。 

２００７年３月９日、Ｓ社は、１０７６－３を対象として熱海市に対して土

の採取等計画届出書を提出し（己４）、赤井谷１０７６－２および３に第１堰堤

と第２堰堤（ロックフィル構造）を築き、周辺開発行為で排出される土砂を捨

てるとともに、Ｒ社が開発したＣＥ工区から逢初川に流れ出る泥水を、２つの

堰堤によってろ過する一挙両得を狙っていた。 

⑶ 当初届出時の被告熱海市の対応 

２００７年４月９日、熱海市は、１０７６－３について土の採取等計画届出

書を書類不備のまま異例の正式受理をした（己６）。 

原則として１５メートル以内の基準と提出された下記図面とを比較してみる。 

   
注：横の目盛りは標高を表し１０ｍ単位 

届出書で提出された図面（己４、第１堰堤盛土断面図） 
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横の標高の目盛り（１０ｍ）からすると、盛土の最高の高さは約２０ｍを示

しており、計画図面においてすでに１５ｍ制限を超えている。ロックフィル式

堰堤の安全性について、安定計算以外の検証が不明である。ロックフィルダム

に必要な大量の大きな安山岩が現場で得られるという根拠も薄かった。 

⑷ 届出直後の土砂の「仮置き」にかかる事情等  

２００７年４月１１日、被告Ｓ社は、左岸側道路側から斜面に沿って土砂を

落としており（己７号証）、下流に相当の濁りをもたらした。 

⑸ 県による森林法違反の認識 

赤井谷１０７６－３の土地全域に及ぶ森林法の無許可伐採と形質変更に関し

て、５月２２日の現地調査に関して、県治山課係長は、「概略の形質変更面積は

１．５～３ｈａと思われる」等とした（添付図面の改変部分参照）。 

 

 
甲Ｂ８－８から 

同年５月３１日、被告静岡県は、①森林内での開発行為の中止と、②土地の

形質変更面積の求積図の提出を命じ（６月２５日まで）、③土砂の流出防止等、

防災措置の復旧計画書を提出するよう文書指導を行った（甲Ｂ８－１２）。  

目測を根拠として速やかに森林法を適用した県の通知によって、これ以降翌

年８月７日まで約１年２カ月間、埋立工事は中断された。 

⑹ 県による復旧指導と業者の抵抗 
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復旧計画は期限までに提出されず、その後、県・市・Ｓ社との協議が続いた。

県は風致許可時の堰堤の構造（安全性）に問題があるとした。 

⑺ 被告Ｓ社による「応急対策」 

２００７年６月頃から翌２００８年３月頃まで、上流区域の開発の意図を示

しつつ（甲Ｂ８－１６・３～２２頁目）、Ｓ社により行われた森林法違反への対

応は、沢末端部の転石積みの堰堤や、左岸の土砂を盛りこぼしていた法面の法

尻に丸太柵工を施工、種子吹付けを施工する等で、現場の堰堤はロックフィル

構造とは全く別物であった（甲Ｂ８－１８～２０）。 

 
甲Ｂ８－１８、４枚目の写真。「転石積みの堰堤」と思われる 

⑻ １０７６－３の森林法違反の復旧計画書の提出と復旧工事の完了 

２００８年４月２８日に復旧計画書が提出され、４月３０日に受理され（甲

Ｂ８－４７）、現場に植栽等を行い、７月２５日、復旧工事完了（己１５）。 

⑼ 被告Ｓ社の開発計画の停滞と市の認識 

２００８年８月１２日、Ａから「小田原の現場で生じた残土約１万㎥を至急、

赤井谷で処理したい」などの発言があった（甲Ｂ８－５２）。 

その後、金主であったＣ社が破綻し、Ｓ社は資金難のもと、当初の隣接リゾ

ート開発地関係の残土埋立から、他市町村で発生した残土を受け入れる残土処

分場へと方針転換していった。 

⑽ まとめ 

熱海市は許可や届出の受理を急ぎ、土の採取等届出の重要な不備を不問にし、



- 12 - 

届出計画とかけ離れた土砂の埋立に対して、厳しく対応しなかった。県が赤井

谷１０７６－3 の森林法違反の復旧指導をしていた中、市は開発を認める風致

条例許可を出し、県はロックフィル堰堤の強度に疑問を呈するなど、当初から

両者の足並みは揃っていなかった。 

５ 残土処分場への変更と赤井谷の埋立～２００９年１月から２０１０年６月 

⑴ 計画変更による危険なシグナルと県及び市によるその許容  

２００９年１月２１日、Ｓ社（Ｓ、Ｏ）は、復旧工事の完了により森林法違

反は解消して、残土処分が可能になったとし、面積１ｈａ内の処分計画を述べ

た（甲Ｂ８－５６、５７）。市は（土砂埋立の）工期の延長を認め、県東部農林

は、１０７６－３の土地について１ｈａを超えたら森林法違反とみなす、と伝

えている。 

しかし、この時点で、ロックフィル堰堤工事もされておらず（右復旧図にわ

ずかに石積みあり）、外部土砂の残土処分場として当初計画から大きく変化し

ていたから、新規申請ないし内容自体の変更申請を前提にすべきであった。 

 

 
森林法違反の改変部分（Ｂ８－８）    復旧図（己１５・８頁） 

⑵ 土砂搬入と危険な兆候    

 ２００９年２月５日、２月１３日には、コンクリートがら等の廃棄物が持ち

込まれ（甲Ｂ８－５９、６０）、３月１９日から無届土砂搬入が始まった。 



- 13 - 

⑶ 赤井谷本体部分への土砂の搬入の本格化と行政の不作為     

ア ２００９年６月２４日、沢に下りる作業道が拡張され、重機３台が持ち込

まれ、Ｕ社・Ｃが手配した外部残土の受け入れ処分場と化しつつあった（甲

Ｂ８－６７）。 

イ 当時の状況（重機が入り、ロックフィルダムとは異なる工事が森林法の復

旧場所において進んでいる） 

 

 
上：県報告初拡大図 下：森林法復旧図面 己１５の８頁から 

ウ 同年７月２日、静岡県・市のＣ氏と面談（甲Ｂ８－６９、７０）では両者

とも１ｈａを超える工事になることに強い懸念を表明したが、計画と異なる

工事について変更届や工事の中止を促すにとどまった。 

エ 県も市も、第三者であるＵ社・Ｃによる残土受入れの運営実態を知りなが

ら、届出計画を守らせるための具体的な措置はなかった。その後、伐採届と
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小規模開発手続がされると（甲Ｂ８－７１）、条例の届出がないにもかかわら

ず、大型ダンプによる土砂の大量投棄が一気に加速した。 

⑷ その後の土砂の大量搬入    

ア ２００９年９月４日には、大型ダンプによる土砂の大量搬入が確認されて

いる（甲Ｂ８－７２）。県の当時の関心は廃棄物の違法投棄の有無にあった。 

イ 同年１０月９日には河川・海の濁りから、県熱海土木事務所が現地調査を

した（甲Ｂ８－７４、甲Ｂ３・３－１９頁～２０頁）。 
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土木事務所は転圧不足の土砂流出にもっぱら関心があった（甲Ｂ８－７４）。 

ウ ２００９年１０月１６日の県森林保全課の現地調査では、「１ｈａ以下（０．

９４ｈａ）のため伐採届で処理」されてきたとし、市に対応を委ねている。

計画図面と現地の対照図面もなく、埋立面積を推定しようともしていない。 

エ この間の熱海市の積極的対応は公開書類上確認できない。 

⑸ 行政対応の必要性についての認識の一致  

ア ２００９年１１月４日、県の熱海土木事務所、県東部事務所（森林）、熱海

市との大規模な合同会議（１７名出席）が開催された（甲Ｂ８－７６）。 

①  土採取条例の届出が期限切れ。 

②  防災工事の要であったロックフィルを造らない「ずさんな状態」。 

③  現場の開発面積が１ｈａを超えている可能性。 

④  土砂が海まで流出し、下流の（砂防）堰堤がかなり埋まっていること 

⑤  転圧せず雨が降ると崩落してもおかしくないなど危険な状態 

⑥  １日に普通でダンプ２０～３０台、多いときには５０台程度 

⑦  業者は過去に１度指導を受けながら、届出内容を履行していないこと  
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 しかし、会議の結論は「市で検討し対応を考えてもらいたい」であった。 

①  土採取条例による土砂搬入の中止、防災措置の変更計画の提出等を熱

海市から指導 

②  ３者（県土木、県森林、熱海市）協議を続ける 

③  １ｈａ超えの可能性のため面積の算出のための測量を指導する 

イ 略 

⑹ 熱海市等の実際の対応～土の採取等条例の変更届の受理 

ア 熱海市が２００９年１１月１３日にＳ社に対して行った「熱海市伊豆山赤

井谷における土の採取等について（通知）」は、①工期変更手続、②災害防止

措置、③土採取行為面積の確定という行政指導にとどまり、搬入停止は含ま

れていない（甲Ｂ８－８３）。また、１１月１７日の口頭指導においても届出

の勧奨のみで工事停止には全く触れられなかった（己２７）。 

イ  ２００９年１２月１日の三者の会議（己３０、甲Ｂ８－８９）では、県土

木議事録では「防災工事に着手するまでは土の搬入はさせない」、森林の議事

録では「防災工事（沈砂池、土堰堤等）ができなければ工事を止める。（これ

以上土を入れさせない）」、市の議事録では「公文書による回答並びに現場の

防災対策を再度求め、早急に行わなければ現在Ｃ氏が行っている土の搬入を

停止させることとしたい。」と、搬入停止のニュアンスが徐々に後退している。

１２月２日、Ｓ社に「現場、書類共に出来なければ現在行っている土の搬入

も止めざるを得ないことを説明」と記載され、搬入の継続は前提になってい

る（己３０）。 

ウ  １２月２日、業者から埋立面積を１２，２００㎡とする書面が提出された

（己３０・５頁目）。県治山課は「図上求積であり、信憑性にもかけ正式の文

書ではない」としてあくまで熱海市の問題としている。 

エ  県土木事務所は、河川・港湾の安全性を管理する立場から代執行の可能性

に触れ、「市としては危険性等現況を把握するため調査を行うことが必要であ

る。また、専門家に見てもらうことも必要ではないか」と危機感を抱いてい

た。県東部森林事務所は、森林法違反の可能性に踏み込まず、市が対応すべ
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きとして消極的であった。市は、まずは土採取条例の延長届の受理という行

政の妥協と引き換えに、業者が受入れ可能な範囲での（簡易な）防災工事を

させようとしていた。県土木事務所が懸念していた災害に対する実効性につ

いての検証はされなかった。 

オ 市は１２月１０日、Ｓ社から申請された土採取条例に基づく土の採取等変

更届（己３１）を実質的安全審査も経ないまま受理した。 

 本変更届には、工事途中の変更届であるにもかかわらず、２００９年１２

月段階での工事の進捗状況に関する現状報告（当時の現況図面、それまでの

土砂埋立量の実績報告書など）が添付されていない。 

施工区域の面積は当初の９４４６㎡から９６９５．８９㎡に増えたが、１

１月２７日作成の図面（己３０）で示していた現況の施工面積１２，２００

㎡からは減っている。 

 

己３０・盛土求積図 H21 年 11 月 27 日  己３１・盛土求積図（同 12 月 9 日) 

面積の減少は、右側図面の現場の北東部の斜面（左岸）が斜めに線引きされ

て除外されたことによる（黄色の進入道路入り口直下部分、以下三角地という）。
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この赤井谷１０７６－８の部分は２００７年４月に土砂が盛りこぼされた場所

であり、熱海市「崩落地周辺のＡ社所有地における盛土の範囲」（乙１，１２頁）

のＤ、Ｅ付近に対応する。 

己４の当初の計画平面図と己３１の変更届出書の平面図を比較してみる。 

  
        己４               己３１ 

己３１では現場を取り囲んでいる進入道路（茶色）の直下部分（処分場の

上辺）を広く周辺緑地とし（緑部分）、埋立部分に含めていない。しかし、

当時既に進入道路の直下から埋立が行われており（甲Ｂ３、３－３１頁）、

変更計画図面と埋立実態は大きく異なっていた。 

また、ロックフィルダムから小規模な５ｍの高さの土堰堤（沈砂池付き２

基計）に変更になったところ、土堰堤そのものの安全性の検証がされた形跡

がない（市は濁水対策に重点を置いていたと思われる）。 

盛土量は届出書欄外に「平面図より土量３６，６４０．３４」とメモさ

れ、当初の計画と大きく変わっていない。しかし、土堰堤に許容される高さ

１５ｍまでの埋立では、現地の地形も考慮すると、６０００㎥から８５００
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㎥しか搬入できないと県の検証結果はいう（甲Ｂ９の９頁における県の推

測）。変更計画では当初より埋立量より大幅に減らなければならず、そうで

なければ小規模な土堰堤は正当化できないが、市は盛土量を３．６万立米の

まま変更届を受理した。 

⑺ 防災工事の実施の遅れと土砂の搬入継続 

当時、Ｕ社・Ｃによる土堰堤築造の防災工事は１２月９日に着手して２１日

の週には完成するという程度の工事であった（甲Ｂ８－９１）。しかし、それす

ら遅延し続け、工事中も１日数台程度のダンプによる土砂の搬入が行われた（甲

Ｂ８－９３）。 

２０１０年６月１４日、防災対策工事終了（甲Ｂ８－９７、法面整備を除く）。

６月３０日、Ｃは土砂の搬入を中止する旨言明し、市は工期限である７月８日

までに法面整形を含む防災措置を終了させ、完了届を提出するよう指導したが、

Ｓ社は提出しなかった（己１、１０頁）。 

６月末時点で残土処分場の土堰堤等の防災工事は完了したとされているが、

残土処分場は変更届出通りの３段１５ｍの高さ（己３０、土堰堤、盛土計画断

面図）ではなく、同年８月３０日の写真では土堰堤から８～９段（４０～４５

ｍ）の高さに至っていた（甲Ｂ１１、１１頁写真６（１））。結局、変更計画図

面の緑地部分に何の遠慮もなく山積みされたのである。大量の土砂が赤井谷の

上流部分に搬入され、６月から８月頃にかけて谷の部分に移動されて段積みさ

れたものと思われるが、この経過については不明な部分が残っている。 

⑻ まとめ 

２００９年２月の不法投棄から、夏以降の大型トラックによる大量搬入に対

して、２００９年１１月４日になってようやく対策の必要性が確認された。し

かし、工事停止を伴わないまま、熱海市は、土採取等条例の変更届によって小

規模な土堰堤と沈砂池を２つ設け、高さ１５ｍまでの残土処分場に設計変更を

させようとしたが、１２月１０日に受理した変更届による計画書には、土堰堤

等への縮小計画とは矛盾する３．６万㎥の埋立量が記載され、縮小された土堰

堤で当初通りの大量の土砂を受ける危険な計画になっていたとも評価しうる。 
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赤井谷における土砂の埋立や形質変更は、１ｈａを超えることを容易に知り

えたが、県は森林法の適用には消極的であった。 

対策工事は２０１０年６月までかかり、その間も搬入は断続的に続いた。 

６ Ｔ社による残土処分 ～２０１０年７月から２０１１年４月～ 

⑴ 土採取等届出書の期間満了 

２０１０年７月１日、Ｔ社Ｎ氏の赤井谷での残土処分を希望に対し（甲Ｂ８

－９８，１００）、市は認めないと回答した（甲Ｂ８－１０２）。 

２０１０年７月８日、土の採取等届出書の工事期間が終了した。 

⑵ Ｔ社主導の廃棄物混じりの残土処分の開始 

８月１６日から８月２５日、２６日ころにかけて、Ｔ社Ｎ氏やＺ氏により残

土（廃棄物混じり）の搬入処分が続いた（甲Ｂ１１、１２頁以下甲Ｂ３、３－２

１、甲Ｂ１１、１４ページ写真右、甲Ｂ８－１０７、１０８、甲Ｂ８－１１５－

２）。１０月１３日には残土処分場外にあたる「調圧槽手前に大量の土砂を確認」

（甲Ｂ３、３－２２）した。１１月１０日の市と県東部農林事務所、東部健康福

祉センター（廃棄物担当）、熱海土木事務所の４者会議では、被告Ｓ社とＵ社、

Ｔ社の開発面積をあわせると１ｈａを超えることが報告され、共通認識となっ

た（己４４、甲Ｂ８－１３５、１３６）。廃棄物も確認され行政指導が行われた

（甲Ｂ８－１４１）。 

 その間も１２月１０日（ダンプ１台）、１２月１４日（２～３台程度）、１２月

２４日（Ｃ工区に４ｔ１台程度）の投棄が続いた（己４３、甲Ｂ８－１４６、１

４７）。 

 ２０１０年１２月６日に撮影された航空写真（甲イＡ６）によって、上記の残

土処分場内およびその上流への大量の土砂が投棄され、廃棄物が集積されてい

る状況が確認できる。 

その後も行政が廃掃法の処分や土採取等条例の措置命令等を協議している間

に、２０１１年３月から５月にかけての残土等の処分が確認されている（己４

９、甲Ｂ８－１６８、甲Ｂ８－１７５）。 

 ⑶ まとめ 
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 ２０１０年７月８日の変更届出期間満了後、遅くとも２０１０年８月３０日

までには、変更計画届と大幅に異なる土砂埋立となり、１０月１３日までには

七尾調圧槽付近にまで大量の残土が置かれる状態になった。 

 この間、１１月１１日に１ｈａ超えを認識しつつ、熱海市は２度目の無届処

分を規制せず、県の森林部局の積極的動きはなかった。 

 

 
２０１０年１２月６日の航空写真（甲イＡ６） 

７ 残土処分場の危険に対する中途半端な行政対応～２０１１年４月から２０１

３年１月まで 

  ２０１１年４月２７日、市はＳ社とＣに対する土採取等条例に基づく文書報告

の徴収手続に入ったが（己５２）、報告書が提出されないなど誠実な対応は得られ

なかった（己５４）。 
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 そこで、６月２日、市は条例による是正命令、事業停止の命令の実施準備に入

った（己５４）。しかし、Ｓ社が沈砂池対策等を行うことを確認したため、市は７

月１２日、土の採取等の変更届（第３回）を提出させて任意に対策工事をさせる

ことで行政処分は無くなった（己６３）。 

しかし、Ｔ社が行った工事は斜面整地、水路拡張、調整池の設置等の防災対策

であり、大量の残土そのものへの抜本的安全対策ではなかったうえ、２０１１年

１０月には重機を引き上げにより工事は中断した。現場では堰堤の崩落などが続

いていた（己６４、６９、７０、甲Ｂ８－１９５、１９６）。 

２０１２年１月末までに、現場進入道路に門扉（バリケード替わり）を設置す

る工事が完了して現場は閉鎖され、新規搬入はようやく無くなった（バリケード

設置計画について己７４）。 

より重要な課題である安全対策については、新所有者であるＭとの協議事項と

なった。２０１２年２月３日にはＭが来庁し、６月を目処に完了を考えているな

どと表明した（己７８）。しかし、実行されないまま、市は２０１２年１０月１９

日にＭと再度協議した。ＭからはＣ工区のガレキを赤井谷のロックフィルダムに

使うなどの構想が示され、１１月末には修復計画が提示されるとのことだったが

実行されなかった（甲Ｂ８－２１０）。 

２０１３年１月９日に、Ｍから「現土地所有者として、この２件の問題案件処

理に善意を持って解決する覚悟でおります。」「土砂崩落による二次災害防止の安

全対策工事を施工する」などの意思が表明された（甲Ｂ８－２１１－１）が、実

行されないまま、指導も途切れがちになっていった。 

８ その後の現場の放置と処分場の部分崩落の連続および発災 ～２０１３年以

降～ 

２０１６年３月９日、「土地所有者Ｍ氏が自己負担で防災工事を準備中（本人は

本年６月までには完成したいと明言）」との記載があるが、防災工事は実行されな

かった（甲Ｂ８－２４０）。 

時間の経過の中で、問題は忘却されていった。その間にも２０１７年８月９日

の航空写真からは、盛り土小段上の湿りや左岸部の小崩落が観察されているし、
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２０１９年１２月１１日の航空写真には、盛り土小段５か所の小崩落のほか、盛

り土小段上の湿りが観察されている（甲Ｂ１０、３－３１～３３）。特に後者につ

いては、２０１７年頃にＭ氏によって逢初川右岸の太陽光発電所工事のために赤

井谷の進入道路の形質変更がされており、その影響も考えられる。 

こうして現地の危険性が責任主体から忘れ去られた中で、２０２１年７月３日

を迎えたのである。 

９ 発災の原因となった各主体等の役割のまとめ 

 人為的な要因としての土砂の事業者の大量埋立 

①２００７年４月前後からの被告Ｓ社の初期埋立と、２００９年３月以降のＣ

による外部からの土砂の無届の搬入埋立 

②変更工事が完了した２０１０年７月以後のＴ社が主導した廃棄物混じりの残

土による赤井谷及びその周辺の埋立 

 人為的・組織的要因としての行政の無能力・怠慢 

③度重なる届出義務違反の違法な土砂の埋立を知りつつ一度も搬入の停止命令

を出さず、被告Ｓ社の埋立計画や変更計画の安全性や現場との整合性もチェック

できなかった熱海市の無能力 

④投棄現場の順次拡張により森林法の適用が可能になるとともに土採取等条例

の共管主体になったにもかかわらず市に主たる対応をゆだね続けた県の無責任 

 人為的・組織的要因としての民間・行政の事後対応策機会の喪失と忘却 

⑤危険性を認識しつつＳ社とＴ社は不完全な対策工事しか行わず放置。現場の

所有権を承継したＭも対策工事の自主施工を表明するだけで、安全対策の先延ば

しを繰り返し、熱海市はそれを黙認 

⑥時間の経過の中で現場の危険性について市も県も組織として忘却 

付加的要因 廃棄物混じりの土砂の性状と処分場の不備 

⑦現場に捨てられた土砂や廃棄物の性状と現場の残土処分場の排水設備が全く

不備であったこと 

 付加的誘因 大雨と流域の雨水の集中 

⑧折からの大雨という自然的誘因 
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⑨流域近辺に降った雨が周辺の管理不十分な開発地から赤井谷に集中したこと、

あるいは水道管の破断 

自然的社会的要因 

⑩逢初川の急峻で狭隘な地形とそこに密着して居住していた中下流域の住民 

組織文化的要因 

⑪土砂の廃棄主体はもちろんのこと、市や県においても、災害への危機感を科

学的根拠を持って組織内および組織間で共有し、引き継いでいくという文化や仕

組みを有していなかったこと 

第２ 他地域における建設残土問題の発生や土砂災害の頻発化 

１ 建設残土問題の発生  

⑴ 建設残土の問題点 

⑵ 建設残土の崩落事例の発生  

国交省の調査によれば、不適切な建設発生土の埋立てを前提として、平成１

３年からの１５年間に、全国で１４件の崩落事案が発生していた（一件には人

的被害発生）（甲イＢ７・２頁以下）。この１４件の崩落事案のうち１０件は森

林法等の法令・土砂条例の対象であった（甲イＢ８・３頁）。 

２ 土砂災害の頻発化   

⑴ 大雨の年間発生回数の増加 

⑵ 土砂災害の頻発化    

３ 小括 被告らは、建設残土による災害リスクを知り、あるいは知り得た。 

 

第３ 事業者らの法的責任論 

１ 被告Ｓ社及び同社役員らの責任（不法行為責任） 

⑴ 被告Ｓ社の責任（不法行為責任） 

ア 加害行為 

被告Ｓ社が、赤井谷に盛土を行った法的主体である。 

イ 過失 

（ア）不適切な対象地の選定 
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被告Ｓ社は、そもそも土石流の潜在的危険性を有する赤井谷に盛土を行

うべきでなかったし、不適地に盛土を行うのであれば、万が一にも土石流

が発生しないように、十分な安全対策を施す義務があったが、その義務を

怠り、市の附帯条件（甲Ｂ８-３）も無視されている。 

（イ）過剰かつ基準に違反した土砂の投入 

    被告Ｓ社は、２００７年３月９日、熱海市に土の採取等計画届出書（己

４）を提出したが、計画していたロックフィルダムは作られず、２００９

年１２月９日、土の採取等変更届出書を提出している。 

同変更届出書については、盛土の高さが３６５ｍから３８０ｍとされて

いるが、この範囲で盛土を行った場合、約６，０００～８，５００㎥しか

土が入らないため、虚偽申請の疑いがあると指摘されている（甲Ｂ９、２

３頁）。また土堰堤そのものの安全性の検証も不十分である。 

 しかもＳ社は、熱海市に対して最終的に３６，６４０㎥の量の盛土を行

うという届出をしながら、実際には、約７万㎥に及ぶ量の土砂を赤井谷に

投入しているのであり（甲Ｂ９、２４頁）、過剰な土砂の投入があったこと

は明らかである。 

 さらに、静岡県土の採取等に関する技術基準では、「盛土の高さは、原則

として１５ｍ以内」とするとされている。そして１５ｍを超える場合には

１５ｍごとに独立した擁壁を設置しなければならない（甲Ｇ２）。 

しかし本件においては、標高３５０ｍ付近から４０５ｍ付近まで標高差

５０ｍに及び土砂が投入されていたものであり、これらの基準で制限され

ている盛土高の実に３倍を超える高さで盛土が行われていた。もちろん十

分な擁壁等は設置されていなかった。 

（ウ）産業廃棄物、木くず等の混入 

さらに、被告Ｓ社が赤井谷へ投入した土砂には、木くずなどの廃棄物が

混入していた（甲Ｂ１０、２－９頁、甲Ｂ８－１０６）。 

（エ）不十分な安全対策 

    ａ 堰堤 
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     ２００９年１２月９日の計画書記載の土堰堤について、計画通り、施

工されたことは確認できない（以下略）。 

    ｂ 段切り 

傾斜地への盛土であったにもかかわらず、被告Ｓ社が、盛土前に地盤

の段切りをおこなった形跡はない（以下略）。 

    ｃ 転圧 

被告Ｓ社が、盛土の締固めを適切に行っていたことを示す証拠はない

（以下略）。 

    ｄ 排水対策 

  被告Ｓ社は適切な暗渠工を設けなかったほか、表流水の排水設備も全

く施工しなかった（甲Ｂ１０、３－３８頁）（以下略）。 

（オ）小括 

    被告Ｓ社による盛土は、自らの計画はもとより法令・条例に違反するも

のであり、かつ同社はそれを認識していた上、上記注意義務を無視したも

のであることは明らかである。したがって、被告Ｓ社には重大な過失ない

し「いつか災害が起こっても知ったことではない」という趣旨での未必の

故意すら認められてもおかしくない。 

 ウ 因果関係 

 エ 損害 

 オ 被告Ｓ社の不法行為責任 

 ⑵ 被告Ａの責任（不法行為責任・会社法４２９条に基づく責任） 

 ア 不法行為責任 

被告Ａは、被告Ｓ社の代表取締役であり、赤井谷の盛土行為を指揮して

いた者である。 

被告Ａは、被告Ｓ社の代表取締役として、赤井谷の盛土に関連する行政

指導を度々受けていた。また、赤井谷の盛土に関する行政との打ち合わせ

にも直接参加している（甲Ｂ８－５２、甲Ｂ８－１１０）。 

被告Ａは上記のとおり、赤井谷における杜撰な工事の実態を認識してい



- 27 - 

たのであり、被告Ｓ社と同様の重過失及び未必の故意が認められる。 

 イ 会社法４２９条に基づく責任（略） 

 ⑶ 被告Ｎの責任（不法行為責任・会社法４２９条に基づく責任） 

 ア 不法行為責任 

被告Ｎは、被告Ｓ社及び被告Ｔ社の取締役であり、赤井谷の現場を担当

し常駐していた現場責任者である（甲Ｂ８－１７）。 

被告Ｎも、赤井谷の現場責任者として、赤井谷における杜撰な工事の実

態を認識しつつ、具体的な安全対策を取ることもなく工事を継続していた

ものである。被告Ｎは、被告熱海市及び被告静岡県に対し、赤井谷の盛土

現場が崩落の危険があることを再三指摘している（甲Ｂ８－２０５、２１

２、２３１）。被告Ｎは赤井谷における杜撰な工事の実態を認識していたの

であり、被告Ｓ社と同様の重過失及び未必の故意がみとめられる。 

 イ 会社法４２９条に基づく責任（略） 

 ⑷ 被告Ｓの責任（会社法４２９条に基づく責任）（略） 

 ⑸ 被告Ｉの責任（会社法４２９条に基づく責任）（略） 

 ２ 被告Ｔ社及び同社役員の責任 

 ⑴ 被告Ｔ社の責任（不法行為責任） 

 ア 加害行為 

被告Ｔ社は、赤井谷の盛土について、２００７年４月から現場責任者と

して、届出を行い、実際に盛土の造成を行っていた会社である。上記のと

おり、同社取締役のＮが、赤井谷への土砂投入当初より、現場を担当し、

取り仕切っていた。２００９年１２月１０日の土の採取等変更届出書では、

現場責任者が、Ｃ工業に変更されている（己３１）。しかし、２０１０年８

月からの廃棄物混じりの土砂の投棄を実行している（甲Ｂ８－９８、１０

０参照）。 

 イ 過失（重過失）（略） 

 ウ 因果関係（略） 

 エ 被告Ｔ社の不法行為責任（略） 
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 ⑵ 被告Ｔの責任（会社法４２９条に基づく責任）（略） 

 ⑶ 被告Ｋの責任（会社法４２９条に基づく責任）（略） 

３ 被告Ｍの責任 

⑴ ７０９条の責任 

ア 被告Ｍの主張 

被告Ｍは、本件盛土が存在すること及び崩壊する危険性や対策工事の必要

性を認識しておらず、本件土石流を予見などできなかった、あるいは原因が

解明されていないから因果関係を認定することはできないなどと主張し、民

法７０９条の不法行為責任を否定している。 

イ 被告Ｍの認識（予見可能性） 

① ２０１１年９月１６日～１１月１６日（己７０） 

赤井谷で９月３日～４日の間に１５０～２００立米の土砂が流出したと

される現場に、２０１１年９月１６日、被告Ｍも立ち合っている。被告Ｍ

は、「地滑りに危険性を危惧」「万が一下流域の住民に被害が出た場合責任

が取れない。」と危惧していることが記載されている（以下略）。 

② ２０１１年１１月１８日～２月１４日（己７４、７７）（甲 B８―２００、

２０２） 

２０１２年２月３日には、被告Ｍが来庁し、市に対し、6 月までの防災

工事を完了するとの考えを示し、２０１２年２月７日には、熱海市が被告

Ｍに対し安全対策を文書で依頼した（己７７）。 

③ ２０１７年１月１２日（甲Ｂ－２４４） 

被告Ｍ代理人であるＹ社Ｅ氏によれば、被告Ｍが赤井谷に産業廃棄物が

埋設され、法面崩壊の危険があることを認識している。 

④ ２０２０年３月１２日（甲Ｂ－２７０）（略） 

以上の事実から赤井谷について、被告Ｍに赤井谷の盛土自体の存在につ

いて認識がないという被告Ｍの主張は整合性がなく、崩壊等の危険性を認

識していたことは明らかというべきである。 

ウ 管理責任 
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平成２８年３月９日時点の「Ｓ社間連経過及び問題点」と題する書面にて

「C・E 区の道路の移管（現地立会し補修箇所の確認済）及び C・E 工区の水

路の移管が未了である」（己８２）とされている通り、CE 工区の所有権移転

後、その通路、排水施設は被告Ｍの所有であるが、所有者としての管理責任

が果たされていないことが確認されている。 

したがって、被告Ｍが本件盛土周辺の土地及び排水設備、水道管等を適切

に管理していなかった点からも被告Ｍは不法行為責任を負う。 

⑵ 工作物責任について 

被告Ｍが赤井谷を所有した以降も、本件盛土の状態は変化を続けていたので

あり、赤井谷上の盛土が地盤と一体となっていたとは当然言えず、赤井谷にお

ける工作物である本件盛土が崩落している以上、盛土の安定性は認められず、

本件盛土に瑕疵が認められることも明らかというべきである。 

なお、本件発災当時、既に本件盛土が地盤と一体になり工作物性を失ったと

主張するのであれば、地盤との一体性は被告Ｍが立証しなければならないが、

被告Ｍはそのような立証をできていない。 

４ 被告Ｙ社の責任（略） 

第４ 行政の法的責任総論  

１ 災害防止に関する行政の責任 

⑴ はじめに（略） 

⑵ 災害対策基本法（略） 

⑶ 防災に関する各法（略） 

⑷ 盛土等の規制に関する法令（略） 

⑸ 行政の法的責任についての基本的な観点 

 災害対策基本法の基本理念（２条の２）のうち、 

一 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏

まえ、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被

害の最小化及びその迅速な回復を図ること。 

二 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携
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協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動

及び自主防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をい

う。以下同じ。）その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動

を促進すること。 

三 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並び

に科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図

ること。 

が重要である。 

２ 国家賠償法の要件解釈と災害規制法令との関係 

⑴ 最判事案と本件との不作為違法の要件についての前提となる状況の違い（略） 

⑵ 最高裁の事案（略） 

⑶ 本件において不作為違法が問われる文脈 

第一に、防災という文脈で行政が「知っていた」かどうかを問われるのは、

「土砂災害を起こす原因になる事実」、特に危険な場所での危険な行為である。 

次に、「（規制）できた」こととの関係では、一定の手続さえ踏めば迅速に権限

を行使することができた点で、手続的負担の重い行政立法の場合とは異なる。 

最後に、「（規制を）しなかった」ことについては、土砂埋立の初期段階で搬入

等の停止をしなかったことと、埋め立てられてしまった残土処分場の安全対策

の実施を命じなかったこととに分けられる。 

⑷ 事前差止規制と事後的是正規制との関係 

土砂の埋立のように、当該行為が類型的に一定程度危険な行為とされている

場合には、土採取等条例では事前届出の強制（罰則付き）、届出違反に対する停

止命令がセットとなり、埋立行為の自由を否定している。 

 森林法１０条の２の開発許可制度と１０条の３の監督処分とその違反に対す

る２０６条１号、２号の重い罰則からすれば、１ｈａを超える森林開発につい

ては、森林開発の自由が制限されている。 

 無届出や無許可は直ちに違法であり、停止命令等の規制権限を行使でき、災

害発生の「具体的危険性」は権限発動要件ではない。 
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 事前に停止が命じられれば、それ以上のリスクの増大が抑制できるから、災

害発生の回避可能性は高くなり、かつ総コストは安い。 

 事後的是正措置は、すでに危険な状態が生じており、災害発生の予見可能性

は高いが、対策立案の調査等に時間とコストがかかり、遵法意識や財政基盤が

弱い業者が適切な調査や対策を講じる現実的可能性は低くなる。業者の責任を

問わずして公費を投入することは困難であるから、渋る業者等をなだめすかし

ながら対策を進める結果、対策の実施は遅れがちで、「業者ができる範囲での対

策」にとどまりがちである。つまり、災害発生の予見可能性は高まっているの

に、災害の発生回避の具体的措置の実施の可能性は、社会的には低くなる。この

点からも事前停止措置が優位である。 

⑸ 本件における不作為違法の要件について 

 危険の切迫性とその予見について、具体的な危険性までは必要でなく、法令

上の類型的危険性（大量処分の意図を持った継続的無届の埋立処分による災害

の一般的危険性）の予見で十分である。明日にも災害が起こるといった危険の

切迫性を求めることは、災害の防止、最小限化という災害対策基本法の基本理

念に反するからである。 

結果回避可能性は、危険行為の事前の差止措置であればあるだけより実効的

で有効な措置が可能となる。 

補充性、期待可能性は災害の文脈では通常十分満たされる。 

⑹ 本準備書面における行政の法的責任論は、もっぱら事前差止措置による結果

のより早い段階での回避可能性という観点から論じる。 

 

第５ 被告静岡県の責任  

１ 森林法の林地開発をめぐる法規制 

⑴ 森林法の規制の概要 

森林法の１０条の２第１号は災害防止機能、２号は水害防止機能を目的とし、

１０条の３の監督処分を定める。その下位に「事務次官通知」「林野庁長官通知」、

「整備部長通知」があり、細則を定めている。 
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⑵ 森林法の適用のための開発規模要件とその解釈 

 法第１０条の２第１項、森林法施行令２条の３第３号の林地許可の対象として

の１ヘクタール要件は、事務次官通知（甲イＡ４１）により、「一体性」を問題

にしている。 

⑶ 森林法の（不）許可要件 

   前述した森林法の林地開発の不許可要件については、前述のとおり「災害を

発生させるおそれがあること」「水害を発生させるおそれがあること」など、抽

象的であることから、事務次官通知、林野庁長官通知、整備局長通知が「おそ

れ」の判断するうえでの基準や考慮要素を詳細に定めている。 

 

 
令和４年１月２７日 林野庁「林地開発許可制度について」 

（林地開発許可制度に関する検討会、第１回資料４－２） （甲イＡ３６） 

静岡県「施設の設置等が必要となる場合の主な技術的基準」「静岡県林地開

発許可基準」「静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項」の平成１８年（２

００６年）４月１日以降適用分（（甲イＡ第３８号証の３以下）中には、盛土

の高さを原則として１５ｍ以下とし、それを超える場合には１５ｍごとに独立
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した擁壁等の設置が求められているなどの技術基準がある。 

⑷ 森林法の監督処分要件 

法１０条の３の監督処分について、「速やかに対処することが必要であ」る等

としている（事務次官通知）。 

２ 被告静岡県の規制権限不行使  

⑴ 赤井谷に対する土砂の堆積と森林法の適用～２００９年３月以降 

 森林法違反の復旧工事後、県東部森林は本件について、市の管轄領域の問題

だとして傍観したが、２００９年１１月４日、県と市は１ｈａを超えている可

能性があることを把握し、実際、１１月２７日、被告Ｓ社自身が開発面積を１

２，２００㎡と申告した。にもかかわらず県は傍観を続けた。 

   ２００９年１２月１０日の被告Ｓ社の土の採取等変更届（己３１）の開発面

積は９６９５．８９㎡である。 

しかし、第１に、この図面で計画面積からはずされた左岸斜面の１０７６－

８とその周辺部分には土砂が埋め立てられていた（甲イＢ１１のＤのエリア）。 

第２に、廃棄物の投棄により形質変更がされていたのは、１０７６－３の上

流部にあたる⑥区域（２月５日について甲Ｂ８－５９、２月１３日について甲

Ｂ８－６０など）であり、５条森林にかかる部分（１０７６－３部分）は約６

００㎡である。 

第３に、２００９年度に撮影された航空写真で見ると、赤井谷の①から廃棄

物の⑥に至る道路が造られており、長さを１００ｍとしても最低でも４００㎡

の形質変更がされている。 

第４に、２０１０年１０月１３日の現場付近の市による写真（甲Ｂ１０、県・

逢染川土石流の発生原因最終報告書３－２２頁）では、残土処分場の谷の上部

の周回道路の頂点直上にある七尾調圧槽付近に大量の残土が積み上げられてい

ることが現認されている。 
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静岡県・令和 4 年度逢初川盛土緊急対策に伴う土壌調査業務委託報告書 

（甲イＢ１１）５枚目から 

 
前掲 県逢初川土石流災害に係る行政対応庁内検証委員会報告書１０頁より 
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逢初川土石流の災害発生原因調査最終報告書（静岡県）（３－１７頁）より 

 
発生原因最終報告書（甲Ｂ１０）３－２２頁 
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発生原因最終報告書（甲Ｂ１０）２－３頁 

２０１０年１２月６日の航空写真（甲イＡ６）では、七尾調圧槽付近には盛

土がなされ、重機の跡と思われる人工的なラインが複数刻まれている。後掲甲

Ｂ１０のＢ２の盛土がこの部分に該当する。また２０１０年の航空写真には甲

Ｂ１０のＢ３の部分の盛土も映っている。 

 

⑥地区産廃 

①の土砂埋立 

①⑥間の道路 

②調圧槽付近盛土 

盛土 3 
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 ２０１０年１２月６日航空写真（甲イＡ６）    ②付近の拡大 

 

 

 

 

発生原因最終報告書（甲Ｂ１０）２－４頁 

七尾調圧槽付近から入り口道路方面まで一体に及んでいた大量の土砂（Ｂ２，

Ｂ３）は、その後、上記周回道路付近の嵩上げ・埋立の形質変更に使われてい

た。その面積は甲Ｂ１０で目算しても３０００㎡を下らない。 

２０２１年７月９日付静岡大学防災総合センター小山真人教授の「伊豆山逢

初川土石流源頭部の崩落状況とその地質学的解釈（予備的調査報告２）」は、旧

道上に土砂が埋め立てられ新道が作られていることと崩壊崖にみられる土砂の

ほとんどが埋土・盛土であると結論づけた。 

以上、２００９年１２月１０日現在において、計画埋立面積（①）、１０６７

－８付近の既存埋立面積、上流の廃棄物仮置き部分（⑥）、①から⑥に連なる作

業用道路を加えると、１ｈａを超えることは明らかであった。 

また、２０１０年８月以降、２０１０年１０月１３日までのどこかの地点に

おいて、被告Ｓ社は七尾貯水槽周辺から入り口道路付近までに大量の土砂を積

み上げ、進入道路付近の埋立による形状変更で、１ｈａをこえた開発面積はさ

らに拡大していった（「熱海市伊豆山土砂災害に係る熱海市の見解および対応」

（令和４年１１月１６日）（己１）のＢ、Ｃ、Ｐ）。 
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静岡大学防災総合センター小山真人教授の「伊豆山逢初川土石流源頭部の崩

落状況とその地質学的解釈（予備的調査報告２）」４頁から（甲イＢ１２） 

    

「熱海市伊豆山土砂災害に係る熱海市の見解および対応」 

（令和４年１１月１６日）１２頁より 

 結論として、遅くとも土の採取等変更届が提出された２００９年１２月１０
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日時点において、１ｈａを超えた開発を認定しえたから、県は森林法を適用す

べき義務を負っていた。速やかに、森林法１０条の３の監督処分の一環として、

新規の土砂や廃棄物の赤井谷１０７６－３、１０７６－８への搬入の停止を命

じ、現実の埋立量に応じた安全な是正計画を森林法の基準を適用して命じるべ

きであった。Ｃ工区のＲ社の森林法違反を合わせると３度目の違反事案である

うえ、水増しの土砂埋立計画を提出してきたのであるから、監督処分を行わな

いことは裁量権の行使として著しく不合理である。 

 しかも、大規模な土石流災害が生じうることは当時の埋立量をもってしても

具体的に予見可能だったし、実際、２００９年１１月４日時点で県の土木部門

はかかる認識を強く持っていた。 

   そして、遅くとも１２月１０日の時点において森林法を適用して停止命令お

よびそれに引き続いて回復のための復旧命令を出していれば、土砂の搬入を直

ちに停止させることができ、仮に合理的期間内に復旧命令が履行されなければ、

客観的調査と安全対策計画が策定されて、行政代執行等による対策が実施され

た可能性が極めて高い。 

   しかも、この時点において森林法を適用して停止命令を出していれば、２０

１０年８月以降の木くずなどの廃棄物混じりの土砂等の大量搬入はなかったか

ら、本件土石流による大災害を回避できた可能性が極めて高い。 

⑵ 土採取等条例の県の共管について  

赤井谷１０７６－３と１０７６－８一帯での土砂埋立面積は２００９年１

２月１０日時点ないしは２０１０年１０月１３日前後において、１００００㎡

を超える土砂の埋立となり、土採取等条例は市と県との共管となった。 

 

第６ 被告熱海市の責任  

１ 条例の趣旨、目的等 

⑴ 土砂条例の規定 

 県土砂条例（戊１）は、「土砂の崩壊、流出等による災害を防止する」「もっ

て県民の生命、身体及び財産の安全の保持と環境の保全に資する」ことを目的
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とし、同第３条１項は、埋土・盛土等の行為についての届出義務、５条は知事

による届出をした者に対する計画の全部または一部の変更勧告、６条は土砂の

崩壊、流出等による災害を防止するための必要な措置命令、7 条 1 項は措置命

令に従わない場合、又は
．．

土の採取等に伴う土砂の崩壊、流出等による災害の防

止のため緊急の必要がある場合の当該土の採取等の全部又は一部の停止命令、

同 2 項は届出の内容に違反して盛土等を行っている者に対し、当該土の採取等

の全部又は一部の停止命令を規定する。第６条又は第７条第１項若しくは第２

項逹反には、罰金刑（１７条）と両罰規定が定められている（１９条）。 

⑵ 適時かつ適切な規制権限の行使が求められること及び予見可能性の程度  

被告熱海市は当該条例に基づく規制権限を適時にかつ適切に行使すべき義務

を負っていたのであって、広範な裁量が認められる余地はない。また、実質無届

での埋立がなされていた事案であるという特殊性に鑑みれば、条例が想定して

いる「土砂の崩壊、流出等による災害の発生」という類型的危険性の予見で十分

であり、切迫性の予見までは必要とされないというべきである。 

⑶ 規制権限の強さについて 

停止命令等は強力な命令であり、停止命令が発出されていることを毅然と伝

えれば、あえて現場の事業者（関連業者を含む）が行政の命令に反してまで埋立

等を続けるとは考えにくい。また、あくまで事業者が命令に従わない場合には、

法的には行政代執行法による代執行も行うことも可能である。 

出石稔関東学院大学法学部長・教授は、「罰則はそうかもしれないが、停止命

令があり、措置命令ついては代替的作為義務といって代執行が可能で、当時も

それはできた。代執行はまさに実力行使であり、これ以上ない強制力といえる。」

（甲イＣ１・３１頁）と述べ（同旨、甲イＣ２・１１７頁）、北村喜宣上智大学

大学院法学研究科長・教授も、同条例について「土砂の崩壊、流出等による災害

が発生するおそれがあると認めるとき」には措置命令や停止命令を発出できる

というように、必要最低限の仕組みは具備している。問題は、それが的確に適用

できるような体制になっているかである。」と述べている（甲イＣ７・４６頁）。 

２ 規制権限が行使されるべきであった時期及び内容   
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 被告熱海市は、①２００９年７月頃までに、被告Ｓ社に対し、県土砂条例に基

づく届出を新たに出させ直し、または同条例５条に基づく計画の変更をさせるべ

きであった。また、万一、新たな届出の適切性が確認されるまでの間に被告Ｓ社

が土砂の搬入を行おうとする場合には、遅くとも同年７月末までの間に、同条例

７条１項ないし２項に基づき、土砂の搬入を停止するよう命ずべきであったが、

これをしなかった（以下、「被告熱海市の規制権限の不行使①」という）。 

 また、被告熱海市は、②２００９年１２月１０日、被告Ｓ社から土の採取等変

更届が提出された段階で、被告Ｓ社の予定土砂埋立量と計画されていた残土処分

場の容量の食い違いや計画内容等について検討を行い、同条例５条に基づき、計

画の変更を勧告し、同条例６条に基づき災害を防止するための必要な措置を命じ、

これに被告Ｓ社が従わない場合には同条例７条１項に基づき、土砂の搬入を停止

するよう命ずると共に、災害の発生を防止するために、土砂の撤去、原状回復等

を命じる同条例６条に基づく措置命令を発出すべきであったが、これをしなかっ

た（以下、「被告熱海市の規制権限の不行使②」という）。 

３ 被告熱海市の規制権限の不行使①  

⑴ 要件該当性  

被告熱海市は①の時点で当初届出と土砂搬入の範囲が異なることを認識して

おり、届出の内容に届出者が違反しており、県土砂条例７条２項の要件にも該

当することは明白であった。更に、当初届出の期間も経過しており、県土砂条

例７条２項の要件にも該当することは明白であった。従って、県土砂条例７条

２項の要件は満たしていたものといえる。 

被告熱海市は当該条例に基づく規制権限を適時にかつ適切に行使すべき義務

を負っていたのであって、そこには広範な裁量が認められる余地はない。そし

て、実質無届状態での埋立を放置する（停止を求めない）裁量は認められない

というべきである。 

⑵ 予見可能性  

ア 条例の制定（略）  

イ 罰金１０万円から２０万円へ変更。 
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ウ 略 

エ １９９７年４月１日、県条例に比べ市町村がより強い規制条例を制定・施

行する場合を適用除外とする県条例改正を行った（甲イＣ５・１～２頁）。 

オ 略 

カ 土石流の危険性等  

全国的にも静岡県内においても独自条例を制定する自治体が増えていたが、

被告熱海市は一貫して独自条例を制定しなかった。にもかかわらず、県土砂

条例の規制力を問うのは矛盾している。 

キ 異例の付帯条件は当該埋立が災害発生の危険の認識を示している。 

ク  被告Ｓ社は、同年４月以降の届出直後から、計画違反の埋立を行い、下流

（伊豆山港）において相当の濁りが生じていた。 

ケ  森林法違反の復旧工事は、同条例に基づく規制権限に影響しない。 

コ  ２００８年夏ころからの経営悪化により、被告Ｓ社の計画が危険な「残土

処分」へと変化したことは被告熱海市もよく理解していた。 

サ  ２００９年１月１４日、被告Ｓ社が被告熱海市に対し、「約５０万㎥にの

ぼる土砂を搬入したい」などと発言（甲Ｂ８－５４）。 

シ  ２００９年２月、事業者の度重なる問題行動（甲Ｂ８－５９～６４）に、

被市・県は不作為を問われかねないことについて認識（甲Ｂ８－６４－１）。 

ス  ６月、市は沢に下りる作業道が拡張され、重機３台により、本格的に残土

処分がされ、残土処分場化しつつあり、１ｈａを超える危険を認識（甲Ｂ８

－６７、６９）。県はＣ氏に対して、工事中止の行政指導をしたが、伐採届、

小規模開発の手続を行う指導にとどまっている（甲Ｂ８－７０）。 

セ  このような中途半端な行政指導の結果、届出期間外に当初届出の数量も、

埋立の内容等も全く異なった大量の土砂の搬入を許すことになった。 

ソ  ２００９年７月末頃には、建設残土の社会問題化や大雨による大規模な土

石流災害が生じていたから、災害リスクの高い谷にこれ以上大量の土砂を搬

入することにより下流に居住する住民の生命・身体を危険に晒すことになる

ことは容易に予見できたというべきである。 
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タ  被告熱海市は、遅くとも２００９年７月末時点において、土砂の搬入を停

止させなければ、大量の盛土がされ、豪雨等によりそれが流下し、下流の市

民らの生命・身体に危険を及ぼす可能性を認識し、又は認識しえた。 

チ  この時点でも、下流の濁りの頻発（己１０・４頁目、己１１、己２３・９

枚目）と確認砂防ダムの計画貯砂量（３９８０㎥）から、大量土砂搬入の類

型的な危険の予見ができたことは疑いようがない。 

⑶ 結果回避可能性及び因果関係  

   被告熱海市がＳ社に対して、土砂の搬入の停止を命ずれば（条例 7 条 1、2

項）、土砂の搬入が中止された蓋然性は高い。被告Ｓ社の強硬な反発と脅し（Ｄ

工区の林地許可の熱海市の失態の非難を含む）の可能性は、行政が考慮しては

ならない他事考慮要素である。 

⑷ よって、被告熱海市の規制権限の不行使①は、適時にかつ適切に行使すべき

規制権限の行使を怠ったものとして違法というべきである。 

３ 被告熱海市の規制権限の不行使②  

⑴ 要件該当性  

被告熱海市は、２００９年１２月１０日、土の採取等変更届内容の問題性か

ら、計画の全部又は一部の変更勧告ができた（５条）。当該勧告に被告Ｓ社が従

わない場合、また、防災工事の不備から災害が発生するおそれがあると認める

ときは対策工事や既存土砂の撤去などの措置命令ができる（６条）。措置命令に

従わない場合、土砂の搬入停止命令（7 条 1 項）ができる。 

熱海市には、広範な裁量が認められる余地はないし、実質無届状態でなされ

た危険な埋立を放置する（撤去又は原状回復を求めない）裁量は認められない。  

⑵ 予見可能性  

ア  ２００９年９月頃以降、大量の土砂が搬入された（甲Ｂ８－７２、甲Ｂ８

－７４、甲Ｂ３・３－１９頁～２０頁）。１日にダンプ２０～３０台、多い

ときには５０台程度（甲Ｂ８－７７）、１台あたり平均４トンとすると、１

日に８０トン～１２０トン、多いときは２００トン、１日４８㎥～７２㎥、

多い時で１２０㎥（1 トン０．６㎥計算）になる。仮に１日あたり６０㎥・
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一カ月あたり１８００㎥としても、下流の砂防ダムの計画貯砂量３９８０㎥

を２カ月程度で上回ってしまう。 

イ  ２００９年１１月４日、県（土木・農林）と市の合同会議（１７名出席）

では、危機的状況のもと至急の措置の必要性が共有された（甲Ｂ８－７６）。 

この時点で、届出の期限切れ、計画に違反したずさんな工事、海までの土

砂流出、砂防堰堤がかなり埋まっていること、転圧不足、大雨に対する盛土

の危険な状態を明確に認識している（己２３、甲Ｂ８－７６および７７）。 

ウ  被告熱海市は、遅くとも②の２００９年１２月１０時点において、変更計

画の危険性から、土砂の搬入の停止と抜本的対策が無ければ、下流の市民ら

の生命・身体に危険を及ぼす可能性を認識し、認識しえたというべきである。 

⑶ 結果回避可能性及び因果関係  

ア  ２００９年１２月２日、Ｓ社は１２，２００㎡の求積図を提出しており、

これは当時の現状を反映していた（己３０・５頁目）。 

イ  しかし、１２月９日付の土の採取等変更届（己３１）は前述の「三角地」

が己３０から除外され「９，６９５．８９㎡」となったが、当該部分には土

砂が既に搬入されていた（甲Ｂ３・３－１９頁等参照）。また、前述のとお

り標高４００ｍを超える部分にも埋土・盛土がされていた箇所があった。 

従って、被告熱海市としては届出書記載の面積について精査すべきであっ

たが、実質的審査なしで受理し、計画の変更勧告を行わなかった。 

ウ  変更届出書（己３１）は、盛土量がほぼ変わらない不合理な偽装的なもの

で、変更届出書の記載の不備も相変わらずであり（己３１）、ロックフィル

から土堰堤への変更について、「土の採取等に関する技術基準」（甲Ｇ２）そ

の他の技術基準に照らした安全性の検証もない。 

エ  被告熱海市は面積以外の点について届出書記載の内容について何ら精査

せず同届出を受理し、かつ計画の全部又は一部の変更勧告を行わなかった。 

オ  被告熱海市が上記予見可能性を前提として、変更届が提出された段階で、

その審査を行っていれば、計画変更の勧告、防災措置の命令、搬入の停止命

令が下せた（5 条、6 条、7 条 1 項）。かかる規制権限の行使と結果不発生の
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間の相当因果関係も認められる。 

⑷ 被告静岡県の規制権限との関係 

県の「土採取等規制制度の概要」（甲Ｂ８－７７・５頁目以下）の「参考 違

反案件への対応」によれば、埋立面積が当初の１ヘクタール未満から１ヘクタ

ール以上となった場合、市町権限はそのまま継続し、これに県の権限がオーバ

ーラップすることとされ、市の権限は残る。 

⑸ 結語 被告熱海市の規制権限の不行使②は、違法である。 

 

第７ まとめと今後の進行について 

 行政は、正規の申請者より、手続を無視して指導にも容易に応じない事業者に

対して厳格さを欠く対応に陥ることがある。正規の手続に乗せるために先行する

違法行為を黙認し、本来の趣旨より甘い是正措置を許容する結果、事業者は違法

行為を繰り返し、是正措置では追い付かないほどリスクが巨大化してしまう。そ

うすると今さら命令等を出せなくなり、災害防止の本旨を忘れて、実効性のない

指導の繰り返しが自己目的化するのである。 

  本件における最大の責任者は、法令違反の行為を繰り返した被告Ｓ社と関係者、

および危険な残土処分場を承継した現所有者である。 

しかし、市も県も、災害対策基本法が２条の２の基本理念がうたう「災害の発

生を想定」することと、科学的知見の収集と実効的な協調を怠った。市は２００

９年７月末に、市と県は２００９年１２月１０日に、適時・適切な規制権限を行

使しなかった点において著しく不合理と言わざるを得ない。 

提訴から２年以上経過したが、責任原因の究明のため、いまだ解明されていな

い重要な関連事実や、関連する資料が開示されていないものが数多くある。 

ついては、本準備書面に関して釈明を要する事項について別準備書面としてま

とめたので、反論準備とともに、その回答ならびに開示を願いたい。 
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